
政
令
第

号

下
水
道
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
八
条
（
同
法
第
二
十
五
条
の
三
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
二
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
五
条
の
三
十

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
二
条
（
同
法
第
二
十
五
条
の
三
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

大
腸
菌
数

一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
八
百
コ
ロ
ニ
ー
形
成
単
位
以
下

第
六
条
第
二
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
四
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に

改
め
る
。

第
九
条
の
十
一
第
一
項
中
「
の
規
定
に
よ
る
条
例
は
、
」
を
「
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
号
の
条
例
に
お
い



て
」
に
、
「
も
の
と
し
、
そ
の
水
質
は
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
こ
と
及
び
当
該
水
質
の
基
準
が
」
に
改
め
、
「
な
ら
な
い
」
の
下

に
「
こ
と
と
す
る
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
当
該
各
号
」
を
「
こ
れ
ら
の
号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
九
条
の
四

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
物
質
以
外
の
物
質
又
は
」
を
削
り
、
「
の
項
目
」
の
下
に
「
又
は
第
九
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

物
質
以
外
の
物
質
」
を
加
え
、
「
大
腸
菌
群
数
」
を
「
大
腸
菌
数
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
。

第
十
五
条
中
「
の
と
お
り
」
を
「
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
五
条

の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
土
木
工
学
科
、
衛
生
工
学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
下
水
道
工
学
に

関
す
る
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
土

木
工
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

計
画
設
計
（
事
業
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
に
関
す
る
基
本
的
な
設
計
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
行
わ
せ
る
場
合

五
年
以
上
下
水
道
、
上
水
道
、
工
業
用
水
道
、
河
川
、
道
路
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
施

設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
下
水
道
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
二
年
六
月
以



上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ロ

処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
実
施
設
計
（
計
画
設
計
に
基
づ
く
具
体
的
な
設
計
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
工
事
の
監
督
管
理
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
」
と
い

う
。
）
を
行
わ
せ
る
場
合

二
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
一
年
以
上
下
水
道
に

関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ハ

排
水
施
設
に
係
る
実
施
設
計
又
は
工
事
の
監
督
管
理
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
排
水
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
」

と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
場
合

一
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
六
月
以
上
下
水

道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
土
木
工
学
科
、
衛
生
工
学
科
、
電
気
工
学
科
、
機
械
工
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課

程
に
お
い
て
下
水
道
工
学
に
関
す
る
学
科
目
以
外
の
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

計
画
設
計
を
行
わ
せ
る
場
合

六
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
三
年
以
上
下
水

道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者



ロ

処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

三
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
、
か
つ
、
一
年
六
月
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ハ

排
水
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

一
年
六
月
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
、
か
つ
、
一
年
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

三

学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
含
む
。
第
十
五
条
の
三
第
三
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
に
お

い
て
土
木
科
、
電
気
科
、
機
械
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の

前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
修
了
し
た
者
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

計
画
設
計
を
行
わ
せ
る
場
合

八
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
四
年
以
上
下
水

道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ロ

処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

五
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
、
か
つ
、
二
年
六
月
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者



ハ

排
水
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

二
年
六
月
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
、
か
つ
、
一
年
六
月
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

四

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に

よ
る
中
等
学
校
に
お
い
て
土
木
科
、
電
気
科
、
機
械
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ

て
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

計
画
設
計
を
行
わ
せ
る
場
合

十
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
五
年
以
上
下
水

道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ロ

処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

七
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
、
か
つ
、
三
年
六
月
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ハ

排
水
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

三
年
六
月
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
、
か
つ
、
二
年
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

五

日
本
下
水
道
事
業
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
第
一
種
技
術
検
定
に
合

格
し
た
者
で
あ
つ
て
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
で
あ



る
こ
と
。

イ

計
画
設
計
を
行
わ
せ
る
場
合

三
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
六
月
以
上
下
水

道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ロ

処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

二
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
、
か
つ
、
六
月
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ハ

排
水
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

一
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
者

六

日
本
下
水
道
事
業
団
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
の
第
二
種
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
、
前
号
ロ
又
は
ハ
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
ロ
又
は
ハ
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
の
規
定
に
よ
る
土
木
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た

者
で
あ
つ
て
、
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
ロ
又
は
ハ
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

八

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
技
術



部
門
に
合
格
し
た
者
（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
選
択
科
目
を
選
択
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者
で
あ

る
こ
と
。

イ

処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

十
年
以
上
下
水
道
等
の
工
事
に
関
す
る
技
術

上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
五
年
以
上
下
水
道
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ロ

排
水
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

五
年
以
上
下
水
道
等
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
、
か
つ
、
二
年
六
月
以
上
下
水
道
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

十

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
各
号
に
規
定
す
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め

ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

第
十
五
条
の
三
中
「
の
と
お
り
」
を
「
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
後
、
又
は
」
を
「
者
又
は
」
に
、

「
後
、
二
年
」
を
「
者
で
あ
つ
て
、
二
年
」
に
、
「
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
」
を
「
従
事
し
、
か
つ
、
」
に
、
「
者
に

限
る
。
）
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
衛
生
工
学
科
」
の
下
に
「
、
電
気
工
学
科
、
機
械
工
学
科
」
を
加
え
、

「
後
、
」
を
「
者
で
あ
つ
て
、
」
に
、
「
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
」
を
「
従
事
し
、
か
つ
、
」
に
、
「
者
に
限



る
。
）
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
又
は
こ
れ
」
を
「
、
電
気
科
、
機
械
科
又
は
こ
れ
ら
」
に
、

「
後
、
」
を
「
者
で
あ
つ
て
、
」
に
、
「
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
」
を
「
従
事
し
、
か
つ
、
」
に
、
「
者
に
限

る
。
）
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
七
号
中
「
者
で
」
を
「
者
で
あ
つ
て
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
技
術
士
法
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、

同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
十
年
以
上
下
水
道
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
五

年
以
上
下
水
道
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

八

国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
各
号
に
規
定
す
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
改
正
規
定
及
び
第
九
条
の
十
一
の
改
正
規
定

は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
の
水
質
の
技
術
上
の
基
準
及
び
特
定
事
業
場
か
ら
排
除
さ
れ
る
下
水
の
水
質

の
基
準
を
改
め
る
と
と
も
に
、
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
の
設
計
、
工
事
の
監
督
管
理
又
は
維
持
管
理
を
行
う
者
の
資
格

要
件
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


